
重大事態

STAGE Ⅰ STAGE Ⅱ STAGE Ⅲ STAGE Ⅳ

STAGE Ⅴ

何も問題なく

生活できている

友人、クラス内で表面化

しない問題を抱えている

友人、クラス内で表面化

した問題を抱えている

生命や身体の危険、金銭等、友人、クラス内で

表面化した重大な問題を抱えている

○実態把握と情報共有

○実態把握と情報共有

○教育委員会への報告・相談

○該当者への対策

○対人交流の能力向上

○教職員研修

・担任による把握　・保護者面談　・職員連絡会　・相談箱　

・教育相談（スクールカウンセラー）・ネットパトロール

・アンケートQU　・いじめアンケート

・校内委員会と外部との情報交換会

・担任による把握

・調査組織（生徒指導部）による調査を元に

　した校内対策委員会での検討

○実態把握と情報共有
・担任による把握　・スクールカウンセラーとの連携

・職員連絡会による情報共有と対策協議

・保護者会への報告

・教育委員会による組織的対応

　　警察

　　法的機関（地方法務局、弁護士）

　　医療機関（医師、カウンセラー）

・いじめを受けた生徒と保護者への対策

　別室指導、出席などへの配慮（教務規程）

・いじめをした生徒と保護者への指導、助言

○該当者への対策
・いじめを受けた生徒とした生徒への指導

いじめ対策推進法第 22 条

いじめ対策推進法第 28 条

・授業（自発的な教え合い・学び合いの

　　　言語活動を主体とした協働学習）

・体験学習（職場体験・研修旅行・地域学習）

・学校行事（地域ボランティア・体育祭・文化祭）

・ホームルーム活動

・授業力向上（公開授業による教員の自己研鑽）

・人権・同和教育研修　　・教育相談研修

・情報モラル教育研修　・特別支援教育研修

全教職員の積極的な生徒指導による予防措置

いじめ問題対策委員会による対策
（いじめ防止対策委員会＋該当担任・副担任

　　　＋スクールカウンセラー）

いじめ問題対策委員会

　　　　　＋外部機関による対策

いじめ問題対策協議会による対策

シャットアウト！ シャットアウト！ シャットアウト！ シャットアウト！

三刀屋高校掛合分校
いじめ対策基本方針

H26.4.1 策定

詳細が知りたい方は三刀屋高校掛合分校へお問い合わせください

いじめ防止対策委員会による早期発見・対策

いじめ防止対策委員会による対策
（危機管理委員会＋人権・同和教育主任＋養護教諭）

いじめ解消！

いじめ問題対策委員会

による対策

警察機関
医療機関
スーパーバイザー等

+


